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と院宮五位以上の官人による百姓の田地舎宅の買収と閑地荒田の占取を禁じていること

を示し、当時の社会情勢として院宮王臣家による大土地所有の進展と諸国の有力農民が

院宮王臣家と結びついて私的土地所有の確立を図る動きが知られる、ということを中心

に整合的に論述することが期待されている。 

 

３ 問１ 論述形式の設題であるため、具体的な解答例を示すことはできません。解答にあたって

は、①くずし字を正しく判読すること、②訓読文を適切に示すこと、③句読点を適切に

付すこと、の 3点を意識して論述してください。 

問２ 論述形式の設題であるため、具体的な解答例を示すことはできません。解答にあたって

は、①足利直義に関する基礎的な理解を示すこと、②課題文に対する正確な理解を示す

こと、③自らの考えを適切に示すこと、の 3点を意識して論述してください。 

問３ 論述形式の設題であるため、具体的な解答例を示すことはできません。解答にあたって

は、①貞和二年（一三四六）頃の社会情勢に関する基礎的な理解を示すこと、②課題文

に対する正確な理解を示すこと、③自らの考えを適切に示すこと、の 3点を意識して論

述してください。 

 

４ 問１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２ 本居宣長 

問３ 本居宣長の書簡である。「記伝」とあるのは『古事記伝』のことと考えられ、「十九巻」「廿

一巻ノ彫刻」などとあることから、版下や版木などについて記されたものと思われる。宛

名は明確でないが、本文にある「十九巻」は宣長没後に刊行された巻であることなどから、

植松有信などの弟子が推定できる。 

『古事記伝』は、本居宣長が著した『古事記』の注釈書であることから、宣長の生涯や『古

事記伝』の史料的な位置づけに関して、論理的な説明ができていればよい。 
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５ 問１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２ 昭和天皇 昭和十一年（一九三六） 

問３ 「朕」という天皇にしか用いない語が使われていることから、天皇の詔勅にかかわる史

料である。「騒擾」「戒厳ヲ布」などの語が出てくることから、二・二六事件に関わる内

容であることが分かる。「日ナラスシテ鎮定」とあることから事件の最中ではなく、事

件の終了後に発せられた文書であることが分かる。「臣民」に向け、協力を求める内容

であることからみて、帝国議会開院式の勅語の一部であると考えられる。こうしたこと

から、本史料は、二・二六事件後に開かれた帝国議会の開院式で読まれた天皇の勅語の

草案の一部と考えられる、といった趣旨が述べられていれば良い。 

 

≪出題の意図≫ 

１ 日本考古学に関する基礎的な知識をもち、資料に対する適切な評価を行う能力があるかどうか

問うものである。 

２ 日本史学（日本古代史）に関する史料読解力と基本的な理解があるかどうか問うものである。 

３ 日本史学（日本中世史）に関する史料読解力と基本的な理解があるかどうか問うものである。 

４ 日本史学（日本近世史）に関する史料読解力と基本的な理解があるかどうか問うものである。 

５ 日本史学（日本近代史）に関する史料読解力と基本的な理解があるかどうか問うものである。 

 

 

〔Ⅱ〕 

≪解答又は解答例≫ 

ａ 論述形式の設題であるため、具体的な解答を示すことはしない。遺跡の所在地、所属する時代時

期、学史的意義、特色などを含んだうえで、遺跡を適切に紹介することを求める。 

ｂ 論文形式の設題であるため具体的な解答例を示すことはできません。古代の天皇の即位の宣命

にみえる慣用句であること。元明天皇の即位の宣命に天智天皇が定めたとみえるのが初見であ












